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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成29年４月12日開催の取締役会において、平成29年５月25日開催予定の第57期

定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたの

で、お知らせいたします。 
 

記 
１．定款変更の目的 

子育てをしながら働く従業員の活躍支援ならびに地域における待機児童解消の一助となる

ことを目的に、新定款第２条26号を事業目的に追加するものであります。 
また、美容市場を取り込むことで将来の市場開拓へとつなぐことを目的に、新定款第２条27

号～29号を併せて事業目的に追加するものであります。 
 

２．定款変更の内容 
（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更後 
（目 的） （目 的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 
１．～25．（条文省略） １．～25．（現行どおり） 

（新  設） 26．保育所および託児所等の経営 
（新  設） 27．広告および宣伝に関連する企画制作、

および広告代理業 
（新  設） 28．モデル育成スクールの経営 
（新  設） 29．有料職業紹介、および労働者派遣事業 

26．～27．（条文省略） 30．～31．（現行どおり） 
 
３．日程 
   定款変更のための株主総会開催日   平成29年５月25日（予定） 
   定款変更の効力発生日        平成29年５月25日（予定） 
 

以 上 


